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今月のトピックス
2～5面　子育て・健康福祉・学び・お知らせ
12面　紫陽花まつりを開催します
やさしいNEWS・体協杯スリーアイズ大会
「大阪市こころの健康センター」での相談
いくみんをさがせ！！この表紙の中にかくれているよ♪
答えはXで　#いくみんをさがせ

今月の特集
6～7面　遊んでも暮らしても働いても面白い異和共生のまちをめざして
8面　5月12日は「民生委員・児童委員の日」です

子育て

助産師によるおっぱいミルク相談　無料　要予約
3か月児健診で、助産師に直接相談が出来ます。健診以外の方は予約してください。
※母乳マッサージはできません。
とき　5月13日（水）・6月3日（水）
予約枠…12：45、13：15、13：45
※予約時間の10分前までに来所ください
ところ　区役所2階　相談室
対象　区内在住の妊婦及び乳児の母等
くわしくはこちら

ウェルカムベビースクール（妊婦教室）　無料　要予約
妊娠・出産・産後の健康管理や育児に関するお話をします。出産に向けての準備をしながら、楽しく交流しましょう♪（全3回・どの月からでも参加可）
とき　5月19日（火）14：00～16：00（受付13：45～）
ところ　区役所　2階集団検診室
対象　区内在住の妊婦（妊娠週数22週～32週推奨）及びその配偶者
内容　出産に向けての準備・パパも一緒に妊婦体験してみよう！・妊娠中のお口の健康について・交流会
持ち物　冊子「わくわく」・母子健康手帳・筆記用具・手鏡・歯ブラシ・ハンドタオル
予約　5月19日（火）9：00までに、こちらから

地域ふれあい子育て教室（あひるらんど）　無料
可愛い赤ちゃんの顔を見ながら、育児や気になることなど楽しくおしゃべりしませんか？
とき　5月19日（火）14：30～16：00
ところ　区役所　2階計測室
対象　生後1～3か月の乳児と保護者
内容　参加者同士の交流、身体計測・育児相談
[問合せ]　区役所保健福祉課　2階23番　[電話]　06-6715-9968　ファックス　06-6712-0652

妊婦歯科健診　無料　要申込
とき　5月19日（火）受付13：30～13：50
ところ　区役所　2階201会議室
申込み　5月18日（月）までに問合せへ
くわしくはこちら
[問合せ]　区役所保健福祉課　2階24番　[電話]　06-6715-9882　ファックス　06-6712
0652

離乳食講習会　無料
とき　5月22日（金）14：00～15：30
ところ　区役所　2階集団検診室
内容　離乳食の進め方について（お話し中心）
[bookmark: _Hlk228278965][問合せ]　区役所保健福祉課　2階24番　[電話]　06-6715-9882　ファックス　06-6712
0652

健康・福祉

1歳児と年長児は麻（ま）しん・風（ふう）しん（MR）予防接種を！　無料　要予約
大阪市内の委託医療機関において、麻しん・風しんの予防接種を実施しています。
体調の良い時を選んで、次の接種対象期間内に予防接種を受けましょう。
1期　2歳の誕生日前日までに1回接種
対象　生後12か月～24か月未満
2期　年長児の間（令和9年3月31日まで）に1回接種
対象　令和2年4月2日～令和3年4月1日生
・接種対象期間を過ぎてしまうと、自己負担となりますのでご注意ください。
・事前に医療機関に予約を入れ、予診票（予防接種手帳）、母子健康手帳などを持参し、接種を受けてください。
[問合せ]　区役所保健福祉課　2階24番　[電話]　06-6715-9882　ファックス　06-6712-0652
くわしくはこちら

大阪市国民健康保険加入者のみなさまへ　令和8年度保健事業のお知らせです
ご自身の健康管理のため、1年に1回健診を受けましょう。
●特定健診　無料
高血圧症や糖尿病などの生活習慣病の予防に向けた健診です。4月末頃に緑色の封筒で「受診券」を送付します。
対象　40歳～74歳の方（年度内に40歳になる方を含む）
●国保人間ドック
対象　満30～74歳
健診料　満30～39歳の方：15,000円
40～74歳の方：10,000円（以下の方は無料）
昭和36年4月～昭和37年3月、昭和41年4月～昭和42年3月、昭和46年4月～昭和47年3月、昭和51年4月～昭和52年3月、昭和56年4月～昭和57年3月、昭和61年4月～昭和62年3月生まれの方
※40歳以上の方が国保人間ドックを受診する場合は、特定健診の「受診券」が必要です。
●国保プラス健診
特定健診の必須項目に胸部エックス線、心電図、貧血、視力、聴力等の項目を追加した健診です。
対象　満18歳～74歳の方
健診料　1,800円
くわしくは「受診券」に同封の「国保健診ガイド」、または大阪市ホームページをご覧ください。
[問合せ]　区役所窓口サービス課　4階48番　[電話]　06-6715-9956　ファックス　06-6717-1161

いくみんカラダ通信
5月の熱中症に注意！
気温が急上昇する日があり、体が暑さに慣れていない状態のため熱中症になりやすい季節です。
熱中症患者のおよそ半数が高齢者です！
さらに、高齢の熱中症患者は家庭での発生が半数以上と多いです。
高齢者が熱中症になりやすい理由
暑さに対する感覚機能の低下
加齢により、暑さやのどの渇きに対する感覚が鈍くなります。
体内の水分が不足しがち
高齢者は若年者よりも体内の水分量が少ないうえ、トイレなどの問題で意識的に水分摂取を控えてしまう等により水分が不足しやすくなります。
暑さに対する体の調節機能の低下
高齢者は汗をかく量が若者と比べて少ない事などにより、体に熱がたまりやすく身体への負担が大きくなります。
※心臓や腎臓の悪い方や持病をお持ちの方は、かかりつけの医師にご相談下さい。
家庭でできる熱中症対策
扇風機やエアコンで温度をこまめに調節
室温は28度、湿度は50%以下が目安！
吸湿性・速乾性のある通気性のよい衣服を着用
保冷剤、氷、冷たいタオルなどで、からだを冷やす
遮光カーテン、すだれ、打ち水を利用
室内でも、外出時でも、のどの渇きを感じていなくてもこまめに水分・塩分などを補給
目安は1.2L（コップ約6杯）です！
※摂取量はかかりつけの医師の指示に従ってください
『熱中症警戒アラート』発表時には、外出をなるべく控え、暑さを避けましょう
[問合せ]　区役所保健福祉課　2階23番　[電話]　06-6715-9968　ファックス　06-6712-0652

区役所で実施するがん検診・骨粗しょう症検診・結核健診等
大阪市がん検診は、検診費用の約90%を大阪市が助成しています
後期高齢者医療被保険者、高齢受給者証の対象者、市民税非課税世帯の方などは証明書の提示または提出で無料。くわしくは問合せまで。
予約　電話、来庁または「行政オンラインシステム」で予約してください（先着順）。
[問合せ]　区役所保健福祉課　2階24番　[電話]　06-6715-9882　ファックス　06-6712-0652
区ホームページはこちら
70歳以上の方は無料
※70歳の誕生月の翌月から（必要な証明書は予約時に確認してください）
行政オンラインシステムでの予約
大腸がん・肺がん
乳がん・骨粗しょう症
内容　大腸がん検診　要予約
受付時間　5月16日（土）9：30～10：50★
6月8日（月）9：30～10：50★
6月21日（日）9：30～10：50★
7月27日（月）9：30～10：50★
8月21日（金）9：30～10：50★
9月8日（火）9：30～10：50★
9月20日（日）9：30～10：50★
対象　40歳以上
料金　300円
内容　肺がん検診　要予約
受付時間　5月16日（土）9：30～10：50★
6月21日（日）9：30～10：50★
7月27日（月）9：30～10：50★
8月21日（金）9：30～10：50★
9月20日（日）9：30～10：50★
対象　40歳以上
料金　無料（X線）
※喀痰（かくたん）検査が必要な場合、追加で400円かかります。
内容　乳がん検診（マンモグラフィ）　要予約　女性技師が対応します
受付時間　5月16日（土）9：30～10：50★
6月8日（月）9：30～10：50★
6月21日（日）9：30～10：50★
7月27日（月）9：30～10：50★
8月21日（金）9：30～10：50★
9月8日（火）9：30～10：50★
9月20日（日）9：30～10：50★
対象　40歳以上の女性で前年度に同等の検診・検査をしていない方
料金　1,500円　約9,000円相当の検診です
内容　骨粗しょう症検診（骨量検査）　要予約
受付時間　5月16日（土）9：30～10：50★
6月8日（月）9：30～10：50★
6月21日（日）9：30～10：50★
7月27日（月）9：30～10：50★
8月21日（金）9：30～10：50★
9月8日（火）9：30～10：50★
9月20日（日）9：30～10：50★
対象　18歳以上
料金　無料　約4,000円相当の検診です
内容　歯科相談
受付時間　5月12日（火）9：30～10：30★
対象　市民の方（年齢制限なし）
料金　無料
内容　結核健診
受付時間　5月7日（木）10：00～11：00
対象　15歳以上※
料金　無料
★…特定健診（40歳以上・予約不要）併設日
※65歳以上の方は、年に1回結核健診の受診が義務付けられています。（注意）特定の医療機関への紹介は行いません。
取扱医療機関で実施するがん検診について（料金は無料～1,500円）　要予約
取扱医療機関でも、大阪市がん検診（胃・大腸・肺・乳・子宮頸・前立腺がん検診）を実施しています。予約は直接取扱医療機関へお電話ください。
取扱医療機関
対象者や料金

酒害教室　無料
アルコール問題について、正しい知識を持ち理解を深めることや、アルコール依存からの回復を図ることを目的に行っています。
とき　5月12日（火）・26日（火）14：00～16：00（毎月第2、第4火曜日）
ところ　区役所2階　集団検診室
対象　アルコール問題を抱え回復をめざしている方、その家族、支援している方等どなたでも。
[問合せ]　区役所保健福祉課　2階23番　[電話]　06-6715-9968　ファックス　06-6712-0652

特定健診　生活習慣病を予防しよう！　無料
とき・ところ　5月9日（土）9：30～11：00…東小路小学校
5月12日（火）9：30～11：00…区役所
5月16日（土）9：30～11：00…区役所
対象　国民健康保険に加入の40～74歳の方（年度内に40歳になる方を含む）、後期高齢者医療制度に加入している方
持ち物　受診券、マイナ保険証または資格確認書、個人票、前年度の結果（お持ちの方のみ）
[bookmark: _Hlk228280130][問合せ]　・国民健康保険加入者の受診券について
区役所窓口サービス課　4階48番　[電話]　06-6715-9956　ファックス　06-6717-1161
・後期高齢者医療制度加入者の受診券について
大阪府後期高齢者医療広域連合給付課　[電話]　06-4790-2031　ファックス　06-4790-2030

帯状疱疹ワクチンの接種費用助成について　要予約
既に任意で接種済みの方は助成対象外です。
【助成の対象となる期間】
令和8年4月1日～令和9年3月31日
【今年度の対象者】
①令和8年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる市民
※令和7～11年度の5年間は、経過措置のため対象者は5歳刻みとなり、令和12年度以降は、接種日時点で65歳の方のみが対象になります。
②60～64歳で、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）により免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する市民（身体障がい者手帳1級相当）
【用いるワクチン】
①生ワクチン（皮下に1回接種）
②組換え（不活化）ワクチン（筋肉内に2回接種）
※①②のいずれか1種類を接種します。
【自己負担額・助成回数】
①生ワクチン…4,500円（1回）
②組換え（不活化）ワクチン…1回あたり11,000円（2回接種で22,000円）
※生活保護受給者、市民税非課税世帯の方は自己負担金が免除されます（該当者であることを証明する書類の提示等が必要です）。
【接種方法・場所】
取扱医療機関に直接予約し、接種を受けてください。
[bookmark: _Hlk228280653][問合せ]　区役所保健福祉課　2階24番　[電話]　06-6715-9882　ファックス　06-6712-0652
くわしくはこちら

お知らせ

「令和8年経済センサス-活動調査」を実施します
事業所及び企業を対象として、6月1日現在で「令和8年経済センサス-活動調査」を全国一斉に実施します。
この調査は、我が国の全ての事業所及び企業の経済活動を明らかにすることを目的としています。
5月中旬以降に、4月に郵送されていますインターネット回答用書類により回答いただけていない事業所や新たに把握した事業所に対して、顔写真付きの調査員証を携行した統計調査員による訪問又は郵送で調査票を配布しますので、調査へのご回答をお願いします。
回答方法は、インターネット、郵送による方法と、ご記入いただいた紙の調査票を後日調査員にお渡しいただく方法があります。
調査結果は、産業振興や商店街活性化など、様々な政策決定の基礎資料となり、私たちの暮らしをより良くするために活用されます。
安全で便利なインターネット回答をぜひご利用ください。
[問合せ]　区役所総務課　4階46番　[電話]　06-6715-9625　ファックス　06-6717-1160

住民票などに関する窓口・手続きのご案内
●マイナンバーカードをお持ちの方は、市外へお引っ越しする際の転出届を窓口へ来庁せず提出できます。
●住所変更の手続き等で窓口が大変混雑します。
手続き終了まで、長時間お待ちいただく場合もございます。時間に余裕をもってお越しください。
延長開庁や日曜開庁もご利用ください（1面下段参照）。窓口の混雑状況はスマートフォンでもご確認いただけます。
[問合せ]　区役所窓口サービス課
・住民情報担当　1階2・4・5番　[電話]　06-6715-9963　ファックス　06-6715-9110
・保険年金担当　4階47・48番　[電話]　06-6715-9956　ファックス　06-6717-1161
転出届の提出はこちら
混雑状況はこちら

後期高齢者医療制度の保険料率改定について
後期高齢者医療制度の保険料率が改定され、令和8年度より、従来の医療分に加えて、子ども・子育て支援納付金分が保険料に加わります。
令和8年度の保険料率は、医療分の被保険者均等割額が64,931円、所得割率が11.51%、賦課限度額が85万円となり、子ども・子育て支援納付金分の被保険者均等割額が1,373円、所得割率が0.24%、賦課限度額が2.1万円となります。
また、世帯の所得が一定基準以下の場合に適用される医療分の均等割額の軽減措置のうち7割軽減について、令和8年度は7.2割軽減となります。なお、決定した保険料額については、7月にお知らせします。
[bookmark: _Hlk228281177][問合せ]　区役所窓口サービス課　4階48番　[電話]　06-6715-9956　ファックス　06-6717-1161

カラスにご注意
春はカラスの子育ての時期です。高い木の枝などに巣を作り、5月から6月頃にヒナを育てます。親鳥がヒナを守るために、巣に近づく人を威嚇することがあるので、あわてずにその場から離れましょう。
カラスのエサとなる生ごみは、決まった時間に決まった場所に出しましょう。カラスは目で食べ物を探しているため、生ごみを出すときは紙などで包み、ごみ袋の外側から見えないようにしましょう。ごみ置き場では防鳥ネットの使用が効果的です。
カラス（親鳥・ヒナ・卵）を捕獲することは禁止されています。被害の軽減が図れない場合は、捕獲許可について動物管理センター分室（[電話]　06-6978-7710）へご相談ください。
[bookmark: _Hlk228281271][問合せ]　区役所保健福祉課　2階25番　[電話]　06-6715-9973　ファックス　06-6712-0652

各種無料相談
お気軽にご相談ください
法律相談　要申込　先着順
とき　5月12・19・26日　いずれも火曜日　13：00～17：00（1組30分）
※相談後の記録作成時間や入れ替わり時間なども含む
ところ　生野区役所
定員　第2火曜…24組、第3･4火曜…16組
予約　[電話]　050-1808-6070（AI電話による自動案内）
相談日の前週火曜日（祝日の場合はその前の開庁日）の12：00～相談日当日の10：00まで（24時間申込み・変更・キャンセル可）

日曜法律相談　要申込　先着順
とき　5月24日（日）13：00～17：00
ところ　中央区役所、住之江区役所
定員　各16組
予約　[電話]　050-1808-6070（AI電話による自動案内）
5月15日（金）12：00～5月24日（日）10：00まで（24時間申込み・変更・キャンセル可）
[問合せ]　大阪市コールセンター「なにわコール」　[電話]　06-4301-7285　ファックス　06-6373-3302（年中無休　8：00～21：00）

ナイター法律相談　要申込　先着順
とき　5月21日（木）18：30～20：30
ところ　北区民センター
定員　32組
予約　行政オンラインシステム
5月20日（水）17：00まで
※オンライン予約で定員に満たない場合は、相談日18：00時点で来場している相談希望者で抽選を行い、その後も空きがあれば先着順で受付。（各枠の相談開始10分前締切）
[問合せ]　大阪市コールセンター「なにわコール」　[電話]　06-4301-7285　ファックス　06-6373-3302（年中無休　8：00～21：00）
行政オンラインシステム

精神科医による相談　要申込　先着順
とき　5月21日（木）、6月1日（月）14：00～
ところ　生野区役所　2階相談室
[bookmark: _Hlk228281625]予約・[問合せ]　区役所保健福祉課　2階23番　[電話]　06-6715-9968　ファックス　06-6712-0652

司法書士相談
とき　5月14日（木）13：00～16：00（受付15：00まで）
★待ち人数によっては、お待ちいただく場合や、お断りする場合があります。
ところ　生野区役所　1階相談室または101会議室
※相談日の当日に区役所1階の総合案内でご案内します。会場にて先着順で相談を受け付けます。

行政書士相談
とき　5月21日（木）13：00～16：00（受付15：00まで）
★待ち人数によっては、お待ちいただく場合や、お断りする場合があります。
ところ　生野区役所　1階相談室または101会議室　
※相談日の当日に区役所1階の総合案内でご案内します。会場にて先着順で相談を受け付けます。

不動産相談
とき　5月7日（木）、28日（木）、6月4日（木）13：00～16：00（受付15：00まで）
★待ち人数によっては、お待ちいただく場合や、お断りする場合があります。
ところ　生野区役所　1階相談室または101会議室　
※相談日の当日に区役所1階の総合案内でご案内します。会場にて先着順で相談を受け付けます。

行政相談
とき　5月20日（水）13：00～16：00（受付15：00まで）
★待ち人数によっては、お待ちいただく場合や、お断りする場合があります。
ところ　生野区役所　1階相談室または101会議室
※相談日の当日に区役所1階の総合案内でご案内します。会場にて先着順で相談を受け付けます。

社会保険労務士相談
とき　5月15日（金）13：00～16：00（受付15：00まで）
★待ち人数によっては、お待ちいただく場合や、お断りする場合があります。
ところ　生野区役所　1階相談室または101会議室
※相談日の当日に区役所1階の総合案内でご案内します。会場にて先着順で相談を受け付けます。

税務相談
とき　6月5日（金）13：00～16：00（受付12：50～）先着5名
ところ　生野区役所　1階相談室または101会議室
※相談日の当日に区役所1階の総合案内でご案内します。会場にて先着順で相談を受け付けます。

就労相談
とき　5月13日（水）13：30～17：00（受付15：30まで）　16：00以降の相談は要予約
予約　[電話]　0120-939-783（16：00以降の相談のみ）
ところ　生野区役所　1階相談室または101会議室
※相談日の当日に区役所1階の総合案内でご案内します。会場にて先着順で相談を受け付けます。

遊んでも暮らしても働いても面白い異和共生（いわきょうせい）のまちをめざして
異なったままで
和やかに
共に
生きる
という考え方

齋藤（さいとう）区長
生野区には、たくさんの外国人住民の方がお住いのため、『異和共生』の考え方を基本理念に、共生社会の実現や地域の活性化に取り組んでいます。
区民の皆さんや企業・団体などとも連携しながら、まちの資源や担い手が好循環を生み出す区政運営を進めていきます。
〝一人ひとりが安心してつながりの中で暮らし、まちの活動の担い手としての役割も持てる〟
そんなまちをめざして、運営方針を策定しましたので、生野区の主な取組をいくみんに紹介してもらいます！
※「異和共生」（提唱者：関西沖縄文庫主宰　金城（きんじょう）　馨（かおる）氏）

いくみん
はい！頑張ってお伝えしたいと思います！
生野区では、『地域経済活性化』『多文化共生』『子育て・教育環境の整備』を区政の3本柱として運営方針に掲げています。
ここでは主な取組を4つのテーマに分けて紹介しています。
実際の活動の様子などの写真にも注目して、ぜひ見ていただけると嬉しいです！


3つの柱
地域経済活性化
地域資源を活用し、公民地域連携によるリノベーションによりにぎわいを生み出す
多文化共生
外国人住民と共生し「世界につながる生野区」として、まちの活性化につなげる
子育て・教育環境の整備
子育て世代に選ばれるまちへ

[bookmark: _Hlk228281653][問合せ]　区役所総務課　4階45番　[電話]　06-6715-9990　ファックス　06-6717-1160


令和8年度　生野区の主な取組

安全・安心を身近に感じて暮らせるまち
予算1億10万円

1.貧困をなくそう
2.飢餓をゼロに
3.すべての人に健康と福祉を
5.ジェンダー平等を実現しよう
10.人や国の不平等をなくそう
11.住み続けられるまちづくりを
16.平和と公正をすべての人に
17.パートナーシップで目標を達成しよう

災害に備えて
■地域防災リーダー等の育成・研修会実施
■災害時避難所への必要備品の配備
■空家等の対策

ロープを使った訓練

犯罪・事故の防止に向けて
■青色防犯パトロール車の運用
■防犯カメラの設置・維持管理
■防犯標語・生野区全域一斉パトロール
■交通事故の抑止・自転車交通マナーの向上の啓発活動

出発式

ずっと安心して暮らせる環境づくり
■がん検診等の受診勧奨
■3か月児健診での歯科指導等
■ヘルスリテラシー向上にむけた普及啓発
■要援護者の見守りネットワーク強化事業
■ご近"助”パワフルサポート事業
特定健診

ひとりも取りこぼさない支援を
■真に支援が必要な方への確実な対応
■「くらしの相談窓口いくの」
■重大な児童虐待ゼロをめざした取組
■学校と連携した「こどもサポートネット事業」

すべての人々の人権を互いに尊重し認め合える環境づくり
■地域人権講座の開催、人権週間期間の啓発事業
■人権啓発広報紙の発行、啓発物の配布・展示
■生野区人権啓発推進員連絡会との連絡調整会議、人権啓発推進員研修の開催
■やさしい日本語による情報発信の促進
■生野区多文化共生共創プロジェクト
■AI音声認識ツールを活用した区役所窓口サービス向上事業（モデル事業）

コトパットスクリーンでの窓口対応

話した言葉がスクリーンにリアルタイムで表示されます！

にぎわいといろどり豊かな魅力のあるまち
予算3億114万円

8.働きがいも経済成長も
9.産業と技術革新の基盤をつくろう
11.住み続けられるまちづくりを

リノベーションまちづくり
■万博レガシーを継承した地域活性化
■生野ものづくりタウン事業の参加企業のフォローアップ・ネットワークの自走化をめざした事務局機能構築の支援
■学校跡地の校舎等の大規模改修

成果報告会での集合写真

生野区シティプロモーション
■各種広報ツールを活用した生野区の魅力情報発信
■公民連携を活用した地域課題の解決や魅力発信の促進・強化

エックス　フェイスブック　ユーチューブ　ノート

子育てにやさしく、教育につよいまち
予算1億3,341万円

1.貧困をなくそう
3.すべての人に健康と福祉を
4.質の高い教育をみんなに
10.人や国の不平等をなくそう
11.住み続けられるまちづくりを

安心してこどもを生み育てることができる環境づくり
■発達障がい児等への支援の拡充
■子育て支援に従事する地域団体等との連携強化
■切れ目のない相談体制の充実
■助産師による妊産婦母子育児支援事業の充実（拡充）

絵本の読みきかせ

未来を生き抜く力の育成
■民間事業者等を活用した課外授業「いくの塾」
■生きるチカラまなびサポート事業
■学校配置の適正化

外部講師による授業


まちづくり協議会による自律的な地域運営の促進
予算5,281万円

11.住み続けられるまちづくりを
17.パートナーシップで目標を達成しよう

まちづくりセンターと協力し、まちづくり協議会のめざすべき姿に向けた、実情に即したきめ細やかな支援

まちづくりセンターでは、まちづくり協議会の活動を支援するため「市民活動相談会」を毎月開催しています。

令和8年度運営方針
くわしくはこちら

5月12日は「民生委員・児童委員の日」です
民生委員・児童委員及び主任児童委員に相談しよう！
●民生委員・児童委員、主任児童委員って？

地域の身近な相談相手！
民生委員・児童委員
少子高齢化・核家族化が進み、地域社会のつながりが薄くなっている今日、子育てや介護の悩みを抱える人や、障がいのある方・高齢者などが孤立し、必要な支援を受けられないケースがあります。
そこで、民生委員・児童委員が支援を必要とする住民と行政や専門機関をつなぐパイプ役を務めます。

子ども・子育てを専門にサポート！
主任児童委員
妊婦さんや乳幼児・児童など、子育てに関することを専門に担当しています。
担当地域の民生委員・児童委員と協力、連携しながら子育てサロン・サークルの運営、児童虐待防止の活動などに取り組んでいます。また、学校や区役所との会議を通じて子育て環境の改善や子育て支援にも取り組んでいます。

実際に活動されている方にお話しを聞きました！！

生野区民生委員児童委員協議会
会長　浅田（あさだ）　和孝（かずたか）さん
民生委員児童委員、主任児童委員って何する人？
そう思っている方がいらっしゃると思いますが、私達は何も特別な存在ではなく、皆様と同じ生野区民です。
皆様の身近な話し相手として活動しています。
お話の内容に応じて区役所・社会福祉協議会などにつなぐ役割を担っています。
最初は小さな悩みや困り事でも1人で考え込んでしまうと複雑化・深刻化することがありますので、気軽に私達に相談して下さい。
生野区は誰ひとり取り残さない区を目指しています。
私達はつなぎ（つながり）サポーターです。

主任児童委員
生野区代表　田中（たなか）　敦美（あつみ）さん
私たち主任児童委員は、妊婦さんや乳幼児・児童など、子育て家庭に関することを専門に担当しています。大阪市では、小学校区におおむね2人が配置されています。担当地区の民生委員・児童委員と協力し、連携しながら子育てサロンの運営（区内では、16か所）や学校行事にも積極的に参加し交流を深め、顔の見える関係作りに取り組んでいます。
以前にサロンに参加する方から、「居心地の良い場所です」と言っていただいたことがあり大変嬉しく思っています。
町ぐるみで子育てを応援し、何より子どもたちが笑顔で安心して毎日を送れるよう見守っていきたいと思います。
くわしくはこちら

●どんな相談ができるの？？
・福祉に関すること…家族の介護、福祉サービスの紹介　など
・子育てに関すること…子育てサロンへの参加、児童虐待防止、子育ての悩み　など
・生活・健康に関すること…生活保護の手続き、生活福祉資金、健康・医療　など

●相談は秘密にしてもらえるの？？
秘密を守る義務が法で決められています（民生委員法第15条）。
個別の相談など、活動を通じて知りえた個人の秘密は守られます。この義務は民生委員・児童委員、主任児童委員退任後にも及びます。

安心！

●どんな人たちが活動されているの？？
地域の実情をよく知り、福祉活動やボランティア活動などに理解と熱意があるなどの要件を満たす住民の方々から選ばれます。
厚生労働大臣から委嘱を受けた特別職の地方公務員で、無報酬のボランティアです。
生野区では219名の方が活動されています。（令和8年4月1日現在）

●どこに相談したらいいの？？
お住まいの地域の民生委員・児童委員の連絡先は、下記までお問い合わせください。
[bookmark: _Hlk228281749][問合せ]　生野区民生委員児童委員協議会事務局（区役所保健福祉課内　2階20番）　[電話]　06-6715-9910　ファックス　06-6715-9967

情報発信中！
大阪市LINE
区役所　X
区役所YouTube
やさしい日本語Facebook
官民連携まち情報サイトいくのぐらし

生野区学校再編の情報はこちら
区ホームページでご覧いただけます
Xでも随時発信しています

生野区（いくのく）紫陽花（あじさい）まつりを開催（かいさい）します！　入場無料
とき　6月14日（日）10：30～15：00（予定）
ところ　リゲッタIKUNOホール（生野区民センター内）（勝山北3-13-30）
内容　舞台発表、模擬店、パネル展示、紫陽花花鉢抽選会
[問合せ]　区役所地域まちづくり課　4階44番　[電話]　06-6715-9734　ファックス　06-6717-1163
くわしくはこちら

やさしいNEWS（にゅーす）
ごみの分（わ）け方（かた）が絵（え）でわかるチラシ（ちらし）です。
自分（じぶん）の家（いえ）のごみの回収日（かいしゅうび）を書（か）き込（こ）んで、冷蔵庫（れいぞうこ）に貼（は）るなどして使（つか）ってくださいね。
区役所（くやくしょ）1階（かい）でチラシ（ちらし）を取（と）ることができます。ホームページ（ほーむぺーじ）からダウンロード（だうんろーど）することもできます。
問合（といあわ）せ　区役所（くやくしょ）総務課（そうむか）　4階（かい）45番（ばん）　電話（でんわ）　06-6715-9683　ファックス（ふぁっくす）　06-6717-1160
くわしくはこちら

第3回　体協杯スリーアイズ大会　要申込
生野区発のバリアフリースポーツです。ぜひご参加ください！！
とき　6月21日（日）9：30開会（受付9：00～）
ところ　生野スポーツセンター（巽西1-1-3）
対象　区内在住・在勤の方。1チーム（3～5名）
※小学生以下の場合は、必ず保護者が参加したチーム編成としてください。
定員　48チーム（先着順）
参加費　1チーム500円　※当日払い
持ち物　体育館シューズ
申込み　6月5日（金）までに、下記のいずれかでお申し込みください。
申込みの際は、チーム名、代表者の氏名・住所・電話番号・選手全員の氏名・年齢が必要となります。
●窓口、ファックスの場合
生野区民センター　[電話]　06-6716-3020　ファックス　06-6716-1797
●メールの場合（下記アドレスからお申込みください）
メールアドレス　ikunotaikyo@gmail.com
※送信の際は必ず件名に「スリーアイズ大会申込み」と記入してください
[bookmark: _Hlk228281899][問合せ]　・大会について…生野区体育厚生協会　森田（もりた）　[電話]　090-7349-0422
・掲載記事について…区役所地域まちづくり課　4階44番　[電話]　06-6715-9734　ファックス　06-6717-1163

「大阪市こころの健康センター」での相談　無料
精神科医師や精神保健福祉相談員等が、こころの健康に関する専門的な相談を行っています。
電話での相談
●こころの悩み電話相談
気分の落ち込みや不安などのこころの健康に関して、専門相談員による電話相談
[電話]　06-6923-0936（平日9：30～17：00）
●こころの健康統一ダイヤル
[電話]　0570-064-556（平日10：00～17：00）
●ひきこもり相談員による電話相談
ひきこもり状態にあるご本人・ご家族対象の電話相談
[電話]　06-6923-0090（平日10：00～17：00）
●依存症相談員による電話相談
アルコール・薬物・ギャンブル・ゲーム・インターネット等の問題について
[電話]　06-6922-3475（平日9：00～17：30）

面談での相談　要予約
●精神科医等による依存症専門相談
[電話]　06-6922-3475、もしくは（区役所保健福祉課）　[電話]　06-6715-9968（平日9：00～17：30）
●児童精神科医師による思春期相談
不登校や自傷行為、摂食障がい等、思春期特有の問題について面接相談
（区役所保健福祉課）　[電話]　06-6715-9968（平日9：00～17：30）
●臨床心理士等による自死遺族相談
大切な人を自死でなくされた方のこころのケアを中心とした面接相談
[電話]　06-6922-8520（平日9：00～17：30）

[問合せ]　区役所保健福祉課　2階23番　[電話]　06-6715-9968　ファックス　06-6712-0652

